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入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和 ６ 年 １ 月１６日 

 

  独立行政法人国立病院機構旭川医療センタ－ 

  経理責任者 

  院 長  木 村   隆  

 

１ 競争に付する事項 

（１）調達等件名 

   夜間看護補助業務における労働者派遣業務 

（２）調達案件の仕様書等 

   入札説明書及び仕様書による 

（３）履行期間 

   令和６年４月１日～令和８年３月３１日 

（４）履行場所 

   独立行政法人国立病院機構旭川医療センター  

（５）入札方法 

   第一交渉権者の決定は、最低価格方式をもって行う。 

①  入札者は、本体価格のほかその他の契約に要する一切の諸経費を含めた金額を見積も  

るものとする。 

    ② 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセ

ントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の

１００に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 

   ③ 契約価格は、１時間あたりの派遣金額を定める単価契約とし、履行に必要な一切の費

用を含むものとする（法定福利費・労務管理費等を含む）。 

詳細は入札説明書等による。 

（６）入札保証金及び契約保証金 

   免除 

 

２ 競争参加資格 

次の要件を全て満たしている者であること。 

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成 16年度細則第６号、以下「契約事務 

取扱細則」という。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 

（２）次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

    （ア）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 

    （イ）経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

（３）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、ＣまたはＤの 

等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 

（４）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。 
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（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第 

１項各号に掲げる者でないこと。 

（６）指名停止を受けていないこと、また、指名停止を受けたが、既にその期間を経過したか、 

又は対象地域から除外されていること。 

（７）200床以上の病院での看護助手業務の派遣実績があること。 

（８）入札説明書の別紙３「参加申込（競争参加資格確認）及び誓約書」及び添付資料等の 

提出書類について適正なものを漏れなく提出できること。 

 

３ 入札書の提出場所等 

（１） 〒０７０－８６４４ 旭川市花咲町７丁目４０４８番地 

独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 

事務部企画課 業務班長 藏谷 昇央 ℡ ０１６６－５１－３１６１ 

（２） 入札説明書の交付方法（１）の交付場所にて交付する。 

交付期間 公告日から令和６年１月３１日１２時までの期間 

（３） 入札書の受領期限   令和 ６ 年 １ 月  ３１日 １２時００分 

（４） 開札の日時及び場所  令和 ６ 年 ２ 月  １日 １１時００分 院内会議室 

 

４ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 免除 

（３）  入札者に要求される事項  

この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した内容を履行でき 

ることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 

入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求め 

られた場合は、それに応じなければならない。 

（４） 入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履 

行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

なお、契約締結後の人員確保不能をはじめとする着手不能による不履行は、契約解除・ 

違約金・危険負担等条項の適用となるので、予め留意すること。 

（６） 価格交渉権及び契約者の決定方法 

本公告及び入札説明書に従い、書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、 

本入札公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満たし、当該入 

札者の入札書が、独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則２１条及び２２条の規定に 

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、独立行政法人国立病院機構会計規程 

５４条によって第一交渉権を付された交渉権者と交渉を行い、独立行政法人国立病院機構 

会計規程５５条に基づき契約価格の決定を行った者を契約の相手方とする。 

（７） 詳細は入札説明書による。 


